
 

 

 
 
   
 
 
 
 

【9 月議会 概要】 

平成 25年 9月 4日～18日の日程で｢平成 25年度・第 3回下妻市議会定例会｣が開催され、議案 7件、

報告 4件、認定 8件、請願 1件が上程・審議され、全議案可決承認されました。 
また、意見書 2件が国等へ提出されることとなりました。 
 
9 月議会では前年度決算の認定を行います、前年度の予算執行が適切であったか確認することはもちろんのこと、来

年度の予算編成に、今回の決算認定の結果を反映させることが求められます。 

（家計簿もつけっぱなしで、その反省を次の年のお金の使い方に反映させなければ意味が無いのと同様です） 

しかし、実際には決算認定の結果を予算編成に反映させる手法は確立されていないので、今後、決算認定をどのよ

うに予算編成に反映させるか、それを追及していくこともまた議会に求められています。 

 

請願第 4 号「教育予算の拡充を求める請願」これは毎年「茨城県教職員組合」から提出されている請願で、私が紹

介議員となって議会にかけるのが通例となっています。 

本年度もこの請願を受け、下妻市議会から意見書 4 号「教育予算の拡充を求める意見書」が国等へ提出されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013年 秋号 
下妻市半谷７７３－３８ 
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２９６－４４－６２４４ 

□市民協働とは （市民一人ひとりがまちづくりの主人公であり、その意思を行政

に反映させようという政策です。新しい政策のように思われますが「民主主義」に

則って行政運営を行うという、当たり前のことをあたりまえに行うための政策です） 
 

【【【一一一般般般質質質問問問】】】   

～～～市市市民民民協協協働働働政政政策策策   

にににつつついいいててて～～～   

一人ひとりの市民が「まちづくりの主人公」となるために、あるべき市

民協働政策の姿を問い、しばしば間違った形で行われる市民協働となら

ないよう確認しました。 

上記が市民協働の本質と考えますが、行政の経費削減に着目して「市民ボランティアを行政業務の下請として利用す

る」偽の市民協働政策が近年横行しているようです。両者の違いは市民の行動が主体的なものか、やらされているも

のなのかにあります。下妻市の市民協働が本物であるためには、①行政情報の公開 ②市民一人ひとりの意思形成 ③

具体的な行動の仕組み が高いクオリティで整っている必要があります。①や③は行政の責任ですが、 
②の自分がまちづくりの主人公であると認識し、行動するのは一人ひとりの市民の責任です。今回の 
質問で、当市が本物の市民協働を目指すことを確認しました、皆の力でよいまちを作って行きましょう。 

【【【一一一般般般質質質問問問】】】   

～～～発発発達達達障障障がががいいい等等等

支支支援援援にににつつついいいててて～～～   

二年ぶりに当該課題を取上げ、支援拡充を求めるとともに、聞取りを行

った当事者・専門医師からの意見・要望を伝えました。 

□発達障がい等とは （自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、

学習障がい、注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいを指し、近

年その顕在化から発達支援を必要としている人が急増していると言われています） 
 

当市において 182 名 4.9％の児童生徒が上記に対して、特別な支援を必要としているとのことを確認しました。2 年

前のデータからは減少していますが、それでも多くの児童生徒が発達支援を必要としている現状があるので、ますま

すの支援拡充、予算の増額を求めました。予算については確保に努めるとの答弁がありました。 
また当事者・専門医師の声として次の様な事柄を意見・要望いたしました。 
医療機関を含む各種専門機関・幼保小中学校の連携強化、情報共有  支援員・相談員・スクールカウ 
ンセラーの拡充  小一ギャップ時対応強化  講演会の研修化  相談窓口の確保 など  



 

【Ｈ２４一般会計決算の着目点】 

前年度決算額・当初予算額と比較して、大きく変動している科目・その主な理由を確認しました（＝Ｈ24の特長） 
割合の大きい科目の％・変動額の大きい科目はピンクで表示しています 

 

【財政の健全化判断比率報告がありました】 その経年変化を確認しますと 
 

となっており、当市の財政健全化が進んでいるのが分かります、グラフにすると分かり易いでしょうか。 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成 24 年度 早期健全化基準 

実質赤字比率 －％（比率なし） －％（比率なし） －％（比率なし） －％（比率なし） －％（比率なし） 13.30％ 

連結実質赤字比率 －％（比率なし） －％（比率なし） －％（比率なし） －％（比率なし） －％（比率なし） 18.30％ 

実質公債費比率 18.5％ 17.6％ 16.5％ 15.4％ 14.0％ 25.0％ 

将来負担比率 128.3% 113.7% 117.6% 114.6％ 98.8％ 350.0％ 

 早期健全化基準（350.0％） 早期健全化基準（25.0％） 

災害復旧工事の終了 東部中工事の終了 
下妻小・騰波ノ江小 
耐震補強工事 

基金 
積み立て増 

東部中 
建設終了 

・市税増 
・基金積み

立て増 


